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船舶事故調査報告書 
 

 

船 種 船 名 漁船 若栄丸 

漁船登録番号 ＯＴ３－８７６５ 

総 ト ン 数 ４.８８トン 

 

船 種 船 名 小型兼用船 福寿丸 

船 舶 番 号 ２９４－２３２２４大分 

総 ト ン 数 ４.８トン 

 

事 故 種 類 衝突 

発 生 日 時 平成２２年７月２４日 ２０時３５分ごろ 

発 生 場 所 大分県宇佐市長洲
な が す

漁港 

宇佐市所在の豊前長洲港導流堤灯台から真方位２０３°  

５００ｍ付近 

（概位 北緯３３°３４.５′ 東経１３１°２２.２′） 

 

 

                        平成２３年９月８日 

                  運輸安全委員会（海事部会）議決 

                   委 員 長  後 藤 昇 弘 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  石 川 敏 行 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

漁船若栄
わかえい

丸は、船長が１人で乗り組み、親族等２４人を乗せ、花火を観覧するため

に長洲漁港で錨泊中、小型兼用船福寿
ふくじゅ

丸は、船長が１人で乗り組み、親族等２３人を

乗せ、花火観覧を中断して同漁港を係留地へ向けて航行中、平成２２年７月２４日

（土）２０時３５分ごろ両船が衝突した。 
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若栄丸は、乗船者６人が負傷し、船首部に圧壊を生じた。福寿丸は、漁網用やぐら

の左舷側に曲損等を生じたが、死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２２年７月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官

ほか１人の船舶事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査協力等 

国立大学法人神戸大学海事科学研究科 国際海事研究センターから、ビジビリ 

ティ・レベル（可視度）に関する知見について情報提供を受けた。 

 

1.2.3 調査の実施時期 

平成２２年７月２６日、２７日、１０月１９日 現場調査及び口述聴取 

平成２２年８月１０日、２７日、９月７日、１１日、１４日、２８日、１１月９

日、１２月１２日、平成２３年４月２６日、５月１０日、１３日、１８日、２４日 

口述聴取 

平成２２年８月１６日～２０日、２３日～２７日、３１日～９月２日、６日～９

日、２２日、１１月１日、１２月３日 回答書受領 

 

 1.2.4 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

2.1.1 ＧＰＳの位置情報の記録による運航の経過 

(1) 若栄丸（以下「Ａ船」という。）のＧＰＳ*1プロッターに記録されていた

位置情報の記録（以下「ＧＰＳ記録」という。）によれば、本事故当時にお

けるＡ船の航跡は、次のとおりであった。なお、ＧＰＳ記録の記録間隔は４

                         
*1  「ＧＰＳ」とは、Global Positioning System（全世界測位システム）の略記であり、複数の人

工衛星からの電波を受信してそれぞれの衛星との距離を割り出すことにより、自船の位置を正確に

割り出すことのできるシステムをいう。 
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秒であった。 

① Ａ船は、長洲漁港内の上港
かみこう

と称する泊地（以下「上港」という。）を発

進して防波堤と導流堤*2により形成された水路を北進し、導流堤の北端付

近で右旋回して同水路を南進した。 

② Ａ船は、長洲漁港１号防波堤（以下「１号防波堤」という。）北端の西

側で北進及び南進したのちに停止した。Ａ船の位置情報の変化がなくなっ

た場所は、北緯３３°３４′３１.３９８″東経１３１°２２′      

１２.１６２″（以下「Ａ地点」という。）であった。 

③ Ａ船は、振れ回りながら徐々に移動し、Ａ地点から約２０～３０ｍ東方

へ移動した。 

④ Ａ船は、南進したのちに北進し、１号防波堤北端付近を右転して上港へ

戻った。Ａ船が南進を始めた場所は、北緯３３°３４′３０.８１６″東

経１３１°２２′１３.３３８″（以下「Ｂ地点」という。）であった。 

（付図１ Ａ船のＧＰＳ記録 参照） 

(2) 福寿丸（以下「Ｂ船」という。）のＧＰＳプロッターには、本事故当時の

航跡は記録されていなかった。 

 

2.1.2 乗組員等の口述による事故の経過 

本事故が発生するまでの経過は、Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）、Ａ船の

乗船者３人、Ｂ船の船長（以下「船長Ｂ」という。）及び宇佐市消防本部担当者の

口述並びに平成２２年７月２６日に実施した船長Ｂの操船による航行状況調査によ

れば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

① 船長Ａ 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、親族及び知人２４人を乗せ、宇佐市

みなと祭り花火大会（以下「本件花火大会」という。）を観覧するため、

平成２２年７月２４日１９時１０分ごろ係留地である上港を出航した。 

船長Ａは、乗船者に景色を見せるために導流堤出口付近まで航行したの

ちに引き返し、１号防波堤の西側に投錨したが、北風が強くて走錨したの

で投錨場所付近に戻って再び船尾から錨を入れ、錨索を約３５～４０ｍ延

ばし、１９時３０分ごろ船首を南東方に向けて錨泊を開始した。 

本件花火大会は、２０時ごろから始まり、船長Ａが、操舵室の出入口付

                         
*2 

 「導流堤」とは、河口などに設置され、水流と土砂の移動を所定の方向に導くために設けられた

堤防をいう。 
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近で船尾方を向いて腰掛け、乗船者とともに北西方で打ち上げられている

花火を観覧していたところ、右舷船尾方３０～４０ｍ付近に接近してくる

他船（Ｂ船）を見て花火が続いているのにもう帰るのかと乗船者と話して

いた。 

船長Ａは、Ｂ船がＡ船の右舷正横を通り過ぎて操舵室の陰に隠れてし 

まったのち、船首の方から「危ない、当たった」という声が聞こえたので、

立ち上がって船首方を見ると離れていくＢ船が見えた。 

船長Ａは、船首付近にいた乗船者が負傷していたので上港へ戻ることと

し、引き返してきた船長Ｂと会話したのち、右舷ブルワークに沿ってやり

出し*3の横まで延ばして置いてあったえい
．．

網用ブーム（以下「ブーム」と

いう。）が落水していたので回収して錨を揚げ、事故発生から約５分後に

発進し、南東方に向首していたので南進してからＵターンして上港へ帰港

した。 

負傷した乗船者６人は、上港に到着した救急車により、病院に搬送され

た。 

② Ａ船の乗船者 

Ａ船の後部甲板に座って花火を観覧していた乗船者（以下「乗船者  

Ａ1」という。）は、Ａ船に近づいてくるＢ船に気付き、Ｂ船がＡ船の右舷

側２０ｍ付近を通り過ぎていくのが分かった。 

Ａ船のやり出しの上に横たわって花火を観覧していた乗船者（以下「乗

船者Ａ2」という。）は、船のエンジン音が聞こえたので立ち上がってその

方向を見たところ、Ａ船の右舷側約３０ｍにＢ船が近づいてくるのが見え

た。 

乗船者Ａ2 は、Ｂ船がＡ船の船首を回って沖の方に行くと思ったが、そ

のままＡ船の船首に向かって近づいてくるのでＢ船が約１０ｍまで接近し

たとき、「危ない」と叫び、Ａ船の船尾側へ振り向いて前部甲板へ逃げた。 

Ａ船の船首部物入れ上の右舷側に腰掛けて花火を観覧していた乗船者

（以下「乗船者Ａ3」という。）は、乗船者Ａ2 の声で右舷側へ振り向くと

約１０ｍに接近したＢ船が見え、Ｂ船がＡ船の船首手前で右に向きを変え

て回避動作をとったと思った。また、Ｂ船の操舵室後方の左舷側で操船中

の船長Ｂが見えた。 

Ｂ船は、船首がＡ船の船首を通過したのち、Ｂ船の船尾左舷ブルワーク

上の漁網用やぐらをＡ船のやり出し及び右舷側のブームに引っ掛けるよう

                         
*3  「やり出し」とは、乗下船を容易にするために船のへさきから前方に突き出した部分をいう。 
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に衝突した。 

Ａ船の船首部付近にいた乗船者は、脱落したやり出しやブームでなぎ倒

され、乗船者Ａ3 は脱落したやり出しが頭部に当たり、他の負傷者はブー

ムが当たって負傷した。 

Ａ船は、衝突の約３～５分後に帰航するために発進した。乗船者Ａ2 は、

発進とほぼ同時に携帯電話で１１９番通報を行い、救急車を手配した。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、親族及び知人２３人を乗せ、本件花火

大会を観覧するため、２４日１９時４０分ごろ係留地である長洲漁港内の中
なか

港と称する泊地（以下「中港」という。）を出航し、１９時５０分ごろ、本

件花火大会で設けられた進入禁止区域の境界線付近において、船首から投錨

して北西に向首した状態で錨泊を開始した。 

船長Ｂは、２０時ごろから始まった本件花火大会を乗船者とともに観覧し

ていたが、北西風が強く波があり、２０時２０～２５分ごろ乗船者のうち  

３～４人が船体の動揺によって気分が悪くなったので花火観覧を中断して中

港へ帰航することとし、錨を揚げて発進した。 

船長Ｂは、左旋回して南東進し、機関回転数毎分約１,１００、約４ノッ

ト（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で錨泊して‘花火を観覧している

船舶’（以下「花火観覧船」という。）十数隻を左舷方に見て、これを避けて

迂
う

回するように航行した。 

船長Ｂは、操舵室後方の左舷側に立って遠隔操舵装置（リモコンスイッ

チ）により操船し、船名は分からなかったが、花火観覧船のうち宇佐市駅
やっ

館
かん

川の最も上流に錨泊している船舶（Ａ船）を回って１号防波堤との間を通り、

中港に戻ろうと思った。 

船長Ｂは、１号防波堤の西側がふだん通航しない場所でもあり、また、防

波堤付近は水深が浅いという意識もあったことから、前方の１号防波堤に余

り近づき過ぎないようにしようと思ったが、同防波堤が暗くて見えにくく、

１号防波堤との距離がつかみにくかったのでどのくらい近づいたかと気にし

ながら航行した。 

船長Ｂは、迂回しようとしていた錨泊中のＡ船が後方へ離れたものと思っ

ていたので左舷方を見ずに航行し、１号防波堤までの距離が目測で約３０ｍ

になった頃、中港へ向けて左舵約２０°をとって左転したとき、約１０ｍに

接近しているＡ船に気付いた。 

船長Ｂは、すぐに右舵２０°をとり、Ｂ船の船首がＡ船の船首を左舷側に

通過したのち、Ｂ船の船尾左舷側がＡ船の船首部に当たりそうだったので、
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キック*4を利用して回避しようと思い、続いて左舵一杯として機関の回転数

を上げたが、２０時３０分～３５分ごろ、Ａ船の船首部とＢ船船尾左舷側の

漁網用やぐらとが約３５～４０°の角度で衝突した。 

衝突後、船長Ｂは、引き返してＡ船に負傷者がいることを知った。Ｂ船は、

乗船者を下船させるために中港に帰港した。 

(3) 救急機関 

宇佐市消防本部は、船舶事故が発生して子供数人と大人１人が負傷した旨

の１１９番通報を２０時３９分に受報し、救急車２台を出動させた。救急車

２台は、２０時５３分現場に到着し、負傷者を病院へ搬送した。 

 

本事故の発生日時は、平成２２年７月２４日２０時３５分ごろであり、発生場所は、

豊前長洲港導流堤灯台（以下「導流堤灯台」という。）から２０３°（真方位、以下

同じ。）５００ｍ付近であった。 

（付図２ 推定航行経路図、写真１ Ａ船の全景、写真３ Ｂ船の全景 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

(1) Ａ船 

乗船者Ａ3 の診断書、負傷者の状況に関する医師及びＡ船乗船者の回答書並

びに乗船者Ａ2及び乗船者Ａ3の口述によれば、次のとおりであった。 

負 傷 者 

（年齢） 
傷病名 加療見込み等 乗船位置 

乗船者Ａ3 

女性（３５歳） 

外傷性頚部腰部症

候群 

入院加療約２週間、

８月７日退院 

船首部物入れ

上の右舷側 

女児（７歳） 全身打撲及び頸椎

捻挫 

約２週間 前部甲板の船

首側左舷 

女性（３６歳） 頭部外傷 約１週間 船首部物入れ

上の左舷側 

女児（１４歳） 左上腕打撲及び外

傷 

約１週間 前部甲板の船

首側中央 

男児（１２歳） 頭部打撲 約１週間 前部甲板の船

首側右舷 

                         
*4  「キック」とは、転舵して旋回するとき、船尾が原針路から外側に押し出される現象をいう。障

害物が船首のいずれかの側を通過した直後に、舵をその通過した方の側に一杯に取れば、船尾は反

対側に押し出されて接触を免れることができる。 
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女児（１０歳） 頭部外傷及び右頬

部打撲 

約１週間 前部甲板の船

首側右舷 

（付図３ Ａ船の事故発生時の乗船位置） 

(2) Ｂ船 

死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

Ａ船は、やり出しが右舷側から左舷側へ向かって圧壊及び脱落し、Ｂ船は、船尾左

舷側ブルワーク上の漁網用やぐらに曲損及び擦過傷を生じた。 

（写真２ Ａ船の損傷状況、写真４ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 

２.４ 乗組員等に関する情報 

2.4.1 乗組員の状況 

(1) 性別、年齢、操縦免許証 

船長Ａ 男性 ７０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年１２月２６日 

免許証交付日 平成２２年５月１０日 

（平成２７年７月２５日まで有効） 

船長Ｂ 男性 ４０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成９年１０月９日 

免許証交付日 平成１９年３月７日 

（平成２４年１０月１５日まで有効） 

(2) 主な乗船履歴等 

船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

① 船長Ａ 

父親の代から地元で底びき網漁を行っており、２０歳前から漁業に従事

し、夕方に出港して翌朝に帰港する形態で操業を行っていた。 

本事故前日に親族に頼まれて本件花火大会にＡ船を出すことになり、花

火大会に出船したのは３～５年ぶりであった。 

本事故当時、体調は良好であり、飲酒はしていなかった。 

② 船長Ｂ 

父親の跡を継いで１２～１３年前から、通年、底びき網漁に従事してお

り、夕方に出港して翌朝に帰港する形態で操業を行っていた。 
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花火大会にＢ船を出したのは、平成１７年に小型船舶の検査を受けてか

らであり、本件花火大会にのみ出船していた。 

本事故当時、体調は良好であり、飲酒はしていなかった。 

 

2.4.2 乗船者の状況等 

  船長Ａ、乗船者Ａ1、乗船者Ａ3 及び船長Ｂの口述並びにＡ船及びＢ船の乗船者の

回答書によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

Ａ船には、１２歳以上の者が１６人（船長Ａを除く。）、１歳以上１２歳未

満の者が８人乗船しており、全員が救命胴衣を着用しておらず、救命胴衣の

保管場所を知っていた者は２人であった。 

乗船者は、花火観覧中、後部甲板に置かれた長テーブルの周囲で飲食しな

がら花火を見ていたほか、前部甲板でも乗船者が座って花火を見ていた。な

お、７人がビール等のアルコール飲料を飲んでいた。 

船長Ａは、本事故当時、乗船者から料金を取っておらず、また、Ａ船に乗

船していた者の人数を２０人程度と認識していたが、正確な乗船者数や氏名

等を把握していなかった。 

（付図３ Ａ船の事故発生時の乗船位置 参照） 

(2) Ｂ船 

Ｂ船には、１２歳以上の者が１８人（船長Ｂを除く。）、１歳以上１２歳未

満の者が５人乗船しており、全員が救命胴衣を着用しておらず、また、ほと

んどの乗船者は、救命胴衣の保管場所を知らなかった。 

乗船者は、花火観覧中、６人がビール等のアルコール飲料を飲んでいた。 

船長Ｂは、本事故当時、乗船者から料金を取っておらず、また、Ｂ船に乗

船していた者の正確な人数及び氏名等を把握していなかった。 

 

２.５ 船舶に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

(1) Ａ船 

漁船登録番号  ＯＴ３－８７６５ 

主たる根拠地  大分県宇佐市 

船舶所有者  個人所有 

総 ト ン 数  ４.８８トン 

Ｌr×Ｂ×Ｄ  １０.６２ｍ×２.６９ｍ×０.７８ｍ 

船 質  ＦＲＰ 
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機 関  ディーゼル機関１基 

出 力  １５（漁船法馬力数） 

推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

進水年月日  昭和５８年２月２６日 

(2) Ｂ船 

船 舶 番 号  ２９４－２３２２４大分 

定 係 港  大分県宇佐市 

船舶所有者  個人所有 

総 ト ン 数  ４.８トン 

Ｌr×Ｂ×Ｄ  １１.４７ｍ×２.９３ｍ×０.９６ｍ 

船 質  ＦＲＰ 

機 関  ディーゼル機関１基 

出 力  ４６.３４kＷ（連続最大） 

推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

進 水 年 月  平成１４年９月 

用    途  小型兼用船 

航 行 区 域  沿海区域 

Ｂ船の船舶検査証書によれば、Ｂ船は、小型船舶安全規則（昭和４９年運

輸省令第３６号）に規定する沿岸小型船舶*5であった。 

 

2.5.2 船舶検査の受検状況及び最大とう載人員 

(1) Ａ船 

Ａ船は、船舶安全法に基づく検査（以下、単に「船舶検査」という。）を

受けていなかった。 

船長Ａの口述によれば、花火大会に船を出すには、救命浮環や救命胴衣を

準備して船舶検査を受けなければならないことは知っていた。 

(2) Ｂ船 

船舶検査証書及び船舶検査手帳によれば、Ｂ船は、平成１７年６月に第１ 

 

 

 

 

                         
*5  「沿岸小型船舶」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が、①平水

区域、②本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島で、その海岸が沿海区域に接する

ものの各海岸から５海里（Ｍ）以内の水域に限定されているものをいう。 
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回定期検査を受け、平成２０年９月に中間検査を受けており、最大搭載人  

員*6について、次のように記載されていた。 

最大とう載人員 

（旅     客）作業をする間       ０人 

（船     員）作業をする間       １人 

（その他の乗船者）作業をする間       ２人 

（   計   ）作業をする間       ３人 

（旅     客）その他のことをする間  １２人 

（船     員）その他のことをする間   ２人 

（その他の乗船者）その他のことをする間   ０人 

（   計   ）その他のことをする間  １４人 

（旅     客）漁ろうをする間      ０人 

（船     員）漁ろうをする間      ３人 

（その他の乗船者）漁ろうをする間      ０人 

（   計   ）漁ろうをする間      ３人 

船長Ｂの口述によれば、祭りなどで人を乗せることがあるので、船舶検査

を受けた。ふだんは漁船として使用しており、遊漁客を乗せてはいなかった。 

 

2.5.3 救命設備の状況 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、救命胴衣は、ふだん、家族と２人で漁に出ており、

たまに親族が乗ることもあるので操舵室に３個積んでいた。また、救命浮環

や救命浮輪は積んでいなかった。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、救命胴衣は、ふだん、２個積んでいたが、本事故

当時は操舵室に２０個ぐらい積んでいた。また、救命浮環は１個備え付けて

いた。 

 

 

 

                         
*6  「最大搭載人員」は、旅客、船員及びその他の乗船者別にそれぞれの数が定められ、船舶安全法

上、「船員」とは、船員法に定める船員又は同法の適用のない船舶においては同法に定める船員と

同種の業務に従事する者を、「その他の乗船者」とは、「船員」に準じる者（当該船舶を管理するた

めに乗船する船舶所有者、貨物の付添人、警備、保安、試験、研究等の業務を行う船舶に当該業務

を行うために乗船する者、税関職員、検疫官その他船員以外の者で船内の業務に従事する者）を、

「旅客」とは、「船員」及び「その他の乗船者」以外の者をいう。 
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2.5.4 灯火の状況 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、本事故当時、操舵室上部の赤色回転灯１個、前部

甲板に作業灯１個及び後部甲板に作業灯３個を点灯していた。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、本事故当時、マスト灯、左右の舷灯及び船尾灯を

点灯し、また、前部甲板に作業灯１個、後部甲板に作業灯３個を点灯してい

た。 

 

2.5.5 船舶に関するその他の情報 

(1) Ａ船 

Ａ船は、操舵室にＧＰＳプロッター及び魚群探知機等を備えていた。 

Ａ船は、汽笛などの音響信号装置を備えていなかった。 

船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

ブームは、長さ約６ｍのプラスチック製で２本あり、操業時には操舵室囲

壁前面の丸環に差し込み、両舷に張り出して網口を広げるために使用し、操

業時以外には前部甲板両舷のブルワークに沿ってやり出しの前端に届くよう

にして置き、両舷とも船首部のカンヌキ*7及び操舵室横のブルワーク上に設

けられたビットの２か所で固縛しており、本事故当時も同様に固縛していた。 

本事故後、右舷側ブームの船首側は、カンヌキに固縛していたロープが切

れて海中に落下していた。 

本事故当時、船体、機関及び機器類には、不具合又は故障はなかった。ま

た、ＧＰＳプロッターを使用していた。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、操舵室にレーダー、ＧＰＳプロッター、魚群探知機等の航海計器

及び汽笛を備え、操舵室後方の左舷側にクラッチレバー及びスロットルレ 

バーを設けていた。また、船尾両舷のブルワーク上に漁網用やぐらを設置し

ていた。 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

船長Ｂは、ふだん、操舵室後方の左舷側に立って遠隔操舵装置で操船して

いた。また、Ｂ船の全速力は、約１０kn であった。 

本事故当時、船体、機関及び機器類には、不具合又は故障はなかった。ま

た、ＧＰＳプロッターは使用していたが、レーダーは使用していなかった。 

                         
*7  「カンヌキ」とは、小型船舶の船首部舷側に水平に渡した横木をいい、揚錨時等に使用される。 



 - 12 -

(3) Ｂ船が備えていたレーダーの製造会社の情報によれば、同社製の漁船向け

レーダーにおける最小探知距離は１６～３０ｍであった。 

（写真１ Ａ船の全景、写真２ Ａ船の損傷状況、写真３ Ｂ船の全景 参照） 

 

２.６ 船舶検査及び救命設備等に関する法令の規定 

2.6.1 船舶検査等 

(1) 船舶安全法（昭和８年法律第１１号）第２条第１項において、船舶は、命

令の定めるところにより、船体、機関、救命設備等を施設することを要する

旨規定されている。なお、同法第３２条及び船舶安全法第三十二条の漁船の

範囲を定める政令（昭和４９年政令第２５８号）により、専ら本邦の海岸か

ら１２Ｍ以内の海面又は内水面において従業する総トン数２０トン未満の漁

船には、同法第２条第１項の適用が除外されている。 

(2) 船舶安全法第５条には、同法第２条第１項が適用される船舶は、構造、設

備など同項各号に掲げる事項に関して検査を受けるべきこと、及び検査を受

けるべき時期、検査の区分等が規定されており、臨時検査及び臨時航行検査

について、次のとおり規定されている。 

① 船舶安全法第５条第１項第３号及び同法施行規則（昭和３８年運輸省令

第４１号）第１９条において、船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響

を及ぼすおそれのある改造又は修理を行うときなどのほか、航行区域、最

大とう載人員など船舶検査証書に記載された航行上の条件を変更するとき

には、臨時検査を受けるよう規定されている。 

② 船舶安全法第５条第１項第４号及び同法施行規則第１９条の２において、

船舶検査証書の交付を受けていない船舶を検査等のため受検地へ回航する

など、やむを得ない理由によって臨時に航行の用に供するときには、臨時

航行検査を受けるよう規定されている。 

 

2.6.2 最大搭載人員に関する規定の適用 

船舶安全法施行規則第９条第１項には、最大搭載人員に関する規定の適用につい

て、１歳未満の者は算入せず、国際航海に従事しない船舶に限り１歳以上１２歳未

満の者２人をもって１人に換算するものと規定されている。 

 

2.6.3 小型船舶における救命設備の備付け数量 

小型船舶安全規則第５８条において、小型船舶における救命設備の備付け数量が

規定され、同条第２項～第４項により、沿岸小型船舶には、次に掲げる救命設備等

を備え付けるよう規定されている。 
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① 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣 

② 小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮輪 １個 

また、同条第６項により、小児を搭載する小型船舶であって、実際に搭載する人

員が最大搭載人員を超える場合には、その超える人員と同数の追加の小型船舶用救

命胴衣を備え付けるよう規定されている。 

 

2.6.4 救命胴衣等の着用 

船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和２６年法律第１４９号）第２３条の３６に

おいて、小型船舶操縦者の遵守事項が規定され、同条第４項により、船外への転落

に備えるため、乗船者に救命胴衣を着用させること等の措置をとることが要求され

ている。 

同法施行規則（昭和２６年運輸省令第９１号）第１３７条において、１２歳未満

の小児が航行中の小型船舶に乗船している場合に講ずる必要な措置として、小型船

舶用救命胴衣等の着用が義務付けられ、また、小型船舶の暴露甲板に乗船している

場合に講ずる必要な措置として、小型船舶用救命胴衣等を着用させるよう努めるも

のと規定されている。 

 

2.6.5 漁業協同組合の事業 

水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）第１１条において、漁業協同組

合は、組合員の遭難防止又は遭難救済に関する事業並びに組合事業に関する組合員

の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供を行うことが

できると規定されている。 

 

２.７ 船舶検査に係る指導状況等に関する情報 

2.7.1 船舶検査等に関する指導 

(1) 国土交通省九州運輸局の情報によれば、次のとおりであった。 

国土交通省は、平成１９年度から海上保安庁及び日本小型船舶検査機構

（以下「ＪＣＩ」という。）と連携し、小型船舶に対する安全確保対策とし

て重点実施期間を設け、マリーナや漁港等において、船舶検査の受検等に関

する周知活動及びパトロール指導を行っていた。 

九州運輸局管内においては、平成２２年度は４月２９日～８月３１日を重

点実施期間とし、マリーナ管理者や漁業協同組合を通して船舶所有者及び漁

業従事者に対して船舶検査の受検等に関するリーフレットを配布していた。 

(2) ＪＣＩの情報によれば、次のとおりであった。 

ＪＣＩは、大分県内の漁業関係者に対する船舶検査に関する周知活動とし
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て平成２２年度には、大分県漁業協同組合（以下「県漁協」という。）所属

の２１支店を対象として６月２９日に説明会を開催し、９支店が参加した。

なお、県漁協宇佐支店は参加していなかった。 

また、ＪＣＩは、大分県や県漁協に対し、船舶検査に関するリーフレット

の配布を依頼しており、平成２２年４月～８月の間、国土交通省の地方運輸

局、海上保安庁及びＪＣＩが連携して小型船舶に対する安全対策の重点指導

を行ったが、その際も大分県や県漁協にリーフレットの配布を依頼した。 

なお、同リーフレットには、漁船登録を行っている小型船舶でも漁業以外

の目的に使用する場合や祭りなどで家族や知人を乗せる場合は、船舶検査の

受検が必要である旨が記載されていた。 

(3) 県漁協担当者及び県漁協宇佐支店担当者の口述によれば、次のとおりで 

あった。 

県漁協は、組合員の小型船舶操縦免許については更新手続き等の代行を 

行っているが、船舶検査については組合員が各自で受検手続きを行っていた。

所属漁船の船舶検査の受検状況については、把握していなかった。 

県漁協は、船舶検査に関する指導について、九州運輸局やＪＣＩから船舶

検査に関するリーフレットが県漁協に送られてきた際に各支店に配布してい

た。宇佐支店では、リーフレットを事務所内に置いて所属組合員が自由に見

たり持ち帰ったりできるようにしていた。 

 

2.7.2 大分県における小型船舶の船舶検査受検状況 

ＪＣＩの情報によれば、大分県の漁船、小型兼用船及び遊漁船に係る臨時検査及

び臨時航行検査の受検状況は、次のとおりであった。 

臨時検査の受検数は、平成２１年度が２０件、平成２２年度が４７件であり、受

検の目的は、主に回航のための航行区域の変更であった。なお、祭り等での使用の

ための定員増を目的とする受検はなかった。 

臨時航行検査の受検数は、平成２１年度が３１件、平成２２年度が５１件であり、

受検の目的は、主に祭りで使用するためであった。 

 

2.7.3 県漁協による救命胴衣の着用等に関する指導 

(1) 県漁協担当者の口述によれば、県漁協は、毎年、小型船舶操縦免許更新に

係る講習会を各支店で開催しており、また、海難防止に関する定期的な研修

は行っていなかったが、１人乗り小型漁船の救命胴衣の着用の義務化などの

法令改正が行われた際には、所属組合員に周知するために法改正等に関する

研修会を開催していた。 
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(2) 県漁協宇佐支店担当者の口述によれば、県漁協宇佐支店では、所属組合員

に対し、救命胴衣の着用について指導しており、小型漁船に１人で乗船して

漁ろうに従事している場合に救命胴衣の着用が義務付けられていることは、

所属組合員に周知されていると思うが、１２歳未満の小児が航行中の小型船

舶に乗船している場合や小型船舶の暴露甲板に乗船している場合の救命胴衣

の着用については、操業に関することではないので指導していなかった。 

 

２.８ 気象及び海象に関する情報 

2.8.1 気象観測値及び潮汐等 

(1) 気象観測値 

本事故発生場所の東方約３.２Ｍに位置する豊後高田地域気象観測所にお

ける事故当日の観測値は、次のとおりであった。 

２０時２０分 風向 北西、風速 ４.５m/s、降水量 ０.０㎜ 

２０時３０分 風向 西北西、風速 ３.７m/s、降水量 ０.０㎜ 

２０時４０分 風向 西北西、風速 ３.８m/s、降水量 ０.０㎜ 

(2) 潮汐 

海上保安庁刊行の潮汐表（以下「潮汐表」という。）によれば、本事故当

時、高田港における潮汐はほぼ高潮時であり、潮高は約３.３ｍであった。 

(3) 日没時刻等及び月齢 

海上保安庁海洋情報部ホームページの「日月出没・正中時刻及び方位角・

高度角計算」（以下「日月出没時刻等計算」という。）によれば、長洲漁港に

おける本事故当日の日没時刻は１９時２１分、月出時刻は１８時０６分、月

正中時刻は２３時１１分、月没時刻は翌２５日０４時２０分であり、月齢は

１１.８であった。 

 

2.8.2 乗組員等の観測 

(1) 船長Ａの口述によれば、北よりの風があった。 

(2) 船長Ｂの口述によれば、天気は晴れ、北西～北北西の風、風速は約５～６

m/s であり、海面に白波が少しあった。視界は良好であり、潮は満潮を少し

過ぎた頃であった。 

 

２.９ 事故水域等に関する情報 

2.9.1 長洲漁港及び周辺海域 

海上保安庁刊行の海図Ｗ１１０１（周防灘及付近）及び大分県の漁港に関する資

料によれば、長洲漁港は、宇佐平野の中央を流れる駅館川河口部に位置し、東岸の
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長洲地区、西岸の柳ヶ浦地区にそれぞれ泊地を設け、北方に開口している。同漁港

を含む宇佐市の海岸線に沿って干出浜（砂）が広がり、海岸線から約０.５～２.０

㎞沖まで低潮線が張り出している。 

 

2.9.2 上港及び１号防波堤 

上港は、長洲漁港長洲地区に設けられた３つの泊地のうち、駅館川の最も上流

（南側）の泊地であり、北側、東側及び南側を階段状の物揚場とし、岸壁照明を７

本設置しており、西側に１号防波堤を設置していた。 

長洲漁港平面図及び１号防波堤の断面図によれば、１号防波堤は、ほぼ北方へ向

けて設置されており、長さ約２５０ｍであり、同防波堤の基部から１２０～１３０

ｍ付近で約２５°右に屈曲（以下「屈曲部」という。）している。また、高さは、

朔望平均干潮面（Ｌ.Ｗ.Ｌ）*8から＋６.５０ｍ、朔望平均満潮面（Ｈ.Ｗ.Ｌ）*9か

ら＋２.３０ｍであった。 

大分県の情報によれば、上港の岸壁照明は１５０Ｗのナトリウム灯であった。 

 

2.9.3 事故水域の視環境等に関する情報 

(1) 事故発生場所付近の視環境等に関する調査 

船舶事故調査官が、平成２２年１０月１９日、長洲漁港柳ヶ浦地区から東

南東方約４００ｍの１号防波堤付近を望み、日中及び夜間における事故発生

場所付近の視認状況に関する調査並びに１号防波堤の屈曲部及びその周辺の

輝度*10測定を実施したところ、次のとおりであった。 

① 調査実施時刻 

日中の調査は、１１時１５分～５０分ごろに、夜間の調査は、１８時 

２０分～４０分ごろに実施した。 

② 調査時の気象及び海象等 

調査時の気象及び海象等は、潮汐表及び日月出没時刻等計算によれば、

次のとおりであった。 

ａ 日中の調査 

天気は晴れであり、高田港における潮汐は下げ潮の末期、潮高は約  

１.３ｍであった。 

                         
*8  

 「朔望平均干潮面（Ｌ.Ｗ.Ｌ）」とは、朔望（大潮）の日から前２日後４日以内に現れる各月の

最低干潮面を平均した水面（Low Water Level）をいう。 
*9  

 「朔望平均満潮面（Ｈ.Ｗ.Ｌ）」とは、朔望（大潮）の日から前２日後４日以内に現れる各月の

最高満潮面を平均した水面（Hight Water Level）をいう。 
*10 

 「輝度」とは、ある方向から見た物体表面の単位面積当たりの明るさをいう。単位はカンデラ毎

平方メートル（cd/㎡）であり、値は測定距離によって影響を受けない。 
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ｂ 夜間の調査 

天気は曇り、日没時刻は１７時３７分であり、高田港における潮汐は

ほぼ高潮時、潮高は約３.０ｍであった。 

③ 調査結果 

ａ 測定した輝度の値は、次のとおりであった。 

測定箇所 
日中の測定値 

（cd/㎡） 

夜間の測定値 

（cd/㎡） 

屈曲部付近の防波堤壁面 ２,９０７  ０.０１ 

屈曲部付近の後背の住宅壁面 １,７３３  ０.１７ 

屈曲部付近の後背の岸壁照明 － １４.４０ 

屈曲部付近の天空 ９,３４１  ０.０５ 

屈曲部付近の海面 －  ０.１０ 

なお、輝度測定に当たっては、次の輝度計を使用した。 

ハンディタイプ、一眼レフ方式、電源電池９Ｖ、単位 cd/㎡ 

測定角１/３°、測定距離∞～１０１４㎜、測定面積∞～φ４.８㎜、

測定範囲０.０１～９９９,９００cd/㎡ 

（写真５ 輝度測定箇所及び測定値 参照） 

ｂ 日中は、１号防波堤は壁面のコンクリートが白く映え、周囲の他の防

波堤や岸壁に比べ、新しく感じた。同防波堤の後背には、上港周辺の住

宅等の建物が見え、ほとんどの建物が２階建て程度の高さであった。 

ｃ 夜間は、１号防波堤の後背には上港に設置された岸壁照明の灯光や建

物からの灯火が見え、上港周辺は、岸壁照明の灯光に照らされて建物の

輪郭及び白っぽい壁を確認することができた。また、同防波堤前の海面

は、後背地からの灯火の反射により、防波堤よりも明るく見えた。 

１号防波堤は、後背に岸壁照明があることから、それ自体が最も暗く

感じられ、海面と後背地との間の黒い影として認識できたが、背景との

判別は困難であった。 

(2) 口述等による視環境の状況 

① 船長Ｂの口述によれば、帰航するために発進してから衝突するまで、花

火は打ち上げられていたが、花火によって防波堤や他船の見え方に影響は

なかった。また、Ｂ船の前部甲板で点灯していた作業灯（１００Ｗ）の灯

光も多少影響があるかもしれないが、気になるほどではなかった。 

② 宇佐商工会議所担当者の口述によれば、２０時３５分ごろは、打上プロ

グラムの１８番目となる単発花火の点火時間であった。 
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(3) 視認性等に関する情報 

① 文献*11によれば、次のとおりである。 

視野に明暗の非等質な領域があってはじめて何かが見え、その見え方は、

明暗の急激な勾配があればそこに輪郭が発生し“図”が定位されることに

なる。 

視野の非等質は明暗だけがもたらすのではなく、色の違いによっても生

じる。異なった色の境界にも輪郭は知覚されるが、輪郭の発生は多くを明

暗の差に依存し、色（色調）が異なっても明るさ（明度）が近似している

と輪郭は明瞭さを失いがちである。 

② 国立大学法人神戸大学海事科学研究科国際海事研究センターによれば、

ビジビリティ・レベル*12（以下「ＶＬ」という。）は、視対象の見えやす

さを表し、次の式で定義される指標である。 

ＶＬ＝ΔＬ／ΔＬmin 

ΔＬ：輝度差 

ΔＬ＝｜Ｌb－Ｌo｜ 

Ｌb：背景の輝度［cd/㎡］ 

Ｌo：視対象物の輝度［cd/㎡］ 

ΔＬmin：輝度差弁別閾
いき

*13 

ＶＬは０以上の値をとり、例えばＶＬ＝１とは、輝度差と輝度差弁別閾

が等しいことである。 

Bodmann が提案した輝度差弁別閾の実験式は、次のとおりである。 

ΔＬmin ＝0.05936×((1.639／背景の輝度<cd/㎡>)0.4＋1)2.5 

×背景の輝度<cd/㎡> 

③ 文献*14によれば、次のとおりである。 

われわれは外界世界として２次元平面ではなく、常に３次元空間を知覚

している。２次元平面の情報に奥行き情報が付加されることによって、３

次元空間となる。 

網膜上の写像から奥行きを得るためには,複数の情報を利用しなければ

ならない。そこで、両眼で得られたそれぞれの情報を元に奥行きが得られ

ることになる。 

                         
*11 「視知覚」（松田隆夫著、１９９５年(株)培風館発行） 
*12 「ビジビリティ・レベル（Visibility level：可視度）」とは、対象の見えやすさ又は形状の見え

やすさの程度を評価する手法の一つをいう。 
*13 「輝度差弁別閾」とは、その視対象物が視認できる背景との輝度差の最小値をいう。 
*14 「視覚科学」（横澤一彦著、２０１０年(株)勁草書房発行） 
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両眼の見えのずれは、両眼視差（binocular parallax,もしくは

binocular disparity）と呼ばれる。この視差を検出できれば、奥行きを

知ることができる。なぜならば、近くの物体は両眼視差が大きく、遠くの

物体は両眼視差が小さいからである。 

正確な両眼視差が得られなくても、さらには両眼視差が存在しなくても、

様々な奥行き手掛りによって奥行き感が生じる。逆にいえば、絵画的奥行

き手がかり（pictorial depth cue）と呼ばれる様々な手がかりによって、

われわれは奥行きを総合的に判断している。具体的には、線遠近（線状透

視、linear perspective）、大気遠近（aerial perspective）、重なり

（overlapping）、陰影（shading）、テクスチャ勾配（texture gradient）

などが奥行き感の形成に利用されていると考えられている。 

 

２.１０ 本件花火大会に関する情報 

2.10.1 本件花火大会 

  宇佐商工会議所担当者の口述によれば、次のとおりであった。 

(1) 主催者 

本件花火大会は、宇佐市みなと祭りの行事として行われており、長洲地区

振興会が主催していた。同会と本件花火大会の事務局である宇佐商工会議所

が宇佐市みなと祭り実行委員会（以下「花火主催者」という。）を組織し、

本件花火大会の開催に関する許認可の届出などを行っていた。 

(2) 海上での安全対策 

本件花火大会は、長洲漁港内の中央及び北方の海上に花火打揚台船を、西

岸の柳ヶ浦地区の海岸線に仕掛花火を設置して行われ、花火主催者は、海上

においては花火打揚台船を中心として進入禁止区域を設け、当該区域内に花

火観覧船が進入しないよう、当該区域の境界線付近に自主警戒船を２隻配置

していた。 

 

2.10.2 花火観覧船の出船状況 

県漁協宇佐支店担当者の口述によれば、本件花火大会には、毎年、地元の漁船が

３０隻ぐらい出船していた。 

船長Ａ、乗船者Ａ2 及び船長Ｂの口述によれば、本事故当時、花火観覧船は十数

隻～３０隻ぐらい出ており、河口の上流側よりも沖の導流堤付近が多かった。また、

全て地元の船であった。 

宇佐商工会議所担当者の口述によれば、本件花火大会には、例年、２０隻前後が

出船しており、本事故当時も同じくらい出船していた。観覧場所は進入禁止区域の
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外側であり、当該区域内に花火観覧船が入ったら打上げを行わないこととしていた。 

自主警戒船の船長２人の口述及び回答書によれば、花火観覧船は、３０隻ぐらい

出ており、導流堤の北側と南側の２か所に分かれて錨泊しており、導流堤と導流堤

の間から観覧している船も数隻いた。例年は、できるだけ近くで花火を見ようと進

入禁止区域内に入ってくる船もあったが、本事故当時はそういうことはなかった。 

 

2.10.3 県漁協宇佐支店の指導等 

県漁協宇佐支店担当者の口述によれば、花火観覧船は、例年、見物人を大勢乗船

させていることがあったので、もし、事故が発生すると大事故になるかもしれない

と思っていた。本件花火大会の開催前に、花火主催者が地域の団体等を集めて行っ

た会合において、宇佐支店の役職者として出席していた船長Ｂに対し、花火観覧船

を出す際は定員を遵守するよう指導していた。 

船長Ｂの口述によれば、特に会合を開いてはいないが、組合員に会ったときに定

員を遵守するよう伝えていた。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

(1) Ａ船 

2.1.1(1)及び 2.1.2(1)から、Ａ船は、長洲漁港で花火を観覧するため、  

１９時３０分ごろ、導流堤灯台から２０６°５１０ｍ付近において、船尾か

ら投錨して錨泊を開始したのち、風により振れ回り、徐々に約２０～３０ｍ

東方へ移動して船首を南東方に向けて錨泊中、Ｂ船と衝突したものと考えら

れる。 

(2) Ｂ船 

2.1.2(2)から、Ｂ船は、北西方に向首した状態で錨泊して花火を観覧して

いたが、花火観覧を中断して中港へ帰航するため、導流堤灯台から２１２°

４８０ｍ付近を発進して左旋回し、約４kn の速力で同漁港を南東進中、操

船に当たっていた船長Ｂが、Ａ船を視認してＡ船と１号防波堤の間を通航し

ようとし、中港へ向けて左転したとき、船首方約１０ｍに接近しているＡ船

に気付き、右舵約２０°をとってＡ船の船首を回避し、続いて左舵一杯とし

たが、Ａ船と衝突したものと考えられる。 
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3.1.2 事故発生日時及び場所 

(1) 事故発生日時 

2.1.2(1)及び(3)から、本事故の発生日時は、Ａ船が事故発生から約３～

５分後に帰航するために発進したこと、乗船者Ａ2 がＡ船の発進とほぼ同時

刻に携帯電話で１１９番通報を行ったこと、及び２０時３９分に救急機関が 

１１９番通報を受報したことから、平成２２年７月２４日２０時３５分ごろ

であったものと考えられる。 

(2) 事故発生場所 

2.1.1(1)④及び 2.1.2(1)①から、本事故の発生場所は、ＧＰＳ記録によ

るＡ船の航跡が南進を開始した場所がＢ地点であったこと、及びＡ船が事故

発生後、帰航するために発進する際、最初に南進したことから、導流堤灯台

から２０３°５００ｍ付近であったものと考えられる。 

 

3.1.3 衝突の状況 

2.1.2、２.３及び 2.5.5(1)から、Ｂ船は、船首がＡ船の船首を通過したのち、

Ｂ船の船尾左舷ブルワーク上の漁網用やぐらをＡ船のやり出し及び前部甲板の右舷

ブルワークに沿って固縛していたブームに引っ掛けるようにして衝突したものと考

えられる。 

 

3.1.4 負傷者の状況 

2.1.2(1)②及び２.２から、次のとおりであった。 

Ａ船は、前部甲板の船首側にいた乗船者に脱落したＡ船のやり出しやブームが当

たり、乗船者６人が負傷した。 

Ｂ船には、負傷者はいなかった。 

 

3.1.5 船舶の損傷の状況 

２.３から、Ａ船は、やり出しが右舷側から左舷側へ向かって圧壊及び脱落し、

Ｂ船は、船尾左舷側ブルワーク上の漁網用やぐらに曲損及び擦過傷を生じたものと

考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

(1) 乗組員 

2.4.1(1)から、船長Ａ及び船長Ｂは、ともに適法で有効な操縦免許証を有

していた。 
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(2) 船舶 

2.5.4 及び 2.5.5 から、次のとおりであったものと考えられる。 

① Ａ船 

Ａ船は、本事故当時、操舵室上部に設置された赤色回転灯並びに前部甲

板及び後部甲板の作業灯を点灯し、前部甲板両舷のブルワークに沿って 

ブームをやり出しの前端に届く状態で固縛していた。 

Ａ船は、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかった。 

② Ｂ船 

Ｂ船は、本事故当時、マスト灯、右舷灯、左舷灯、船尾灯並びに前部甲

板及び後部甲板の作業灯を点灯していた。 

Ｂ船は、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかった。 

 

3.2.2 気象及び海象の状況 

２.８から、次のとおりであったものと考えられる。 

本事故当時、天気は晴れ、北西の風、風力３～４、海面には白波があり、潮汐は

ほぼ高潮時で、潮高は約３.３ｍであった。また、本事故当日の日没は１９時２１

分ごろであった。 

 

3.2.3 事故水域のふくそう状況 

2.1.1、2.1.2(2)及び 2.10.2 から、次のとおりであったものと考えられる。 

本事故当時、花火観覧船は３０隻程度が出船し、本事故発生場所付近には十数隻

が錨泊していた。Ａ船は花火観覧船のうち駅館川の最も上流で錨泊しており、Ａ船

と１号防波堤との距離は約４０～５０ｍであった。 

 

3.2.4 事故水域の視環境に関する解析 

(1) ＶＬによる評価 

2.9.3(1)及び 2.9.3(3)②から、天空を背景とした場合における１号防波

堤のＶＬによる評価は、次のとおりであったものと考えられる。 

① 日中のＶＬ 

ΔＬmin＝0.05936×((1.639／9,341)0.4＋1)2.5×9,341 

≒599.12［cd/㎡］ 

ＶＬ＝(9,341－2,907)／599.12≒10.74 

② 夜間のＶＬ 

ΔＬmin＝0.05936×((1.639／0.05)0.4＋1)2.5×0.05 

≒0.17［cd/㎡］ 
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ＶＬ＝(0.05－0.01) ／0.17≒0.24 

以上のことから、南東方に１号防波堤を見た場合、背景となる天空と同防

波堤との夜間における輝度差は、視対象物が視認できる背景との輝度差の最

小値である輝度差弁別閾よりも小さく、ＶＬが１以下であることから、夜間

においては１号防波堤が見えにくかったものと考えられる。 

(2) 視認性の低下 

2.1.2(2)、2.9.3(3)①及び 3.2.4(1)から、次のとおりであったものと考

えられる。 

視野に明暗の非等質な領域があって初めて何かが見え、その明暗に急激な

勾配があればそこに輪郭が発生することになるが、明るさが近似していると

輪郭は明瞭さを失うことから視認性が低下する。 

１号防波堤は、本事故当時、１号防波堤を含む視野において、１号防波堤

と背景との輝度の差（明暗差）が小さいため、１号防波堤の輪郭が明瞭さを

失っていたことから、視認性が低下し、見えにくかった。 

(3) 距離感の低下 

2.1.2(2)及び 2.9.3(3)③から、次のとおりであったものと考えられる。 

３次元空間を知覚するには、線遠近、大気遠近及び重なり等の奥行き知覚

の手掛かりによって奥行きを総合的に判断し、奥行き感を形成しているが、

夜間においてはこれらの手掛かりが限られることから距離感が低下する。 

１号防波堤までの距離は、本事故当時、１号防波堤を含む視野が暗く、奥

行き知覚の手掛かりが限られていたことから、距離感が低下し、把握しにく

かった。 

 

3.2.5 見張り及び操船の状況 

(1) Ａ船 

2.1.2(1)から、次のとおりであったものと考えられる。 

① Ａ船は、船首を南東方に向けて錨泊中、船長Ａが、操舵室の出入口付近

で船尾方を向いて腰を掛け、北西方で打ち上げられていた花火を観覧して

いた際、右舷船尾方約３０～４０ｍに接近してくるＢ船を視認し、帰航す

る花火観覧船だと思った。 

② 船長Ａは、Ｂ船がＡ船の右舷正横を通過して操舵室によって見えなく 

なったのち、船首方から乗船者の叫び声を聞いてＢ船と衝突したことに気

付いた。 

(2) Ｂ船 

2.1.2(2)、2.5.5(2)、3.2.3 及び 3.2.4 から、次のとおりであったものと
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考えられる。 

① 船長Ｂは、錨泊場所を発進して帰航するため、レーダーを使用せずに目

視で見張りを行い、操舵室後方の左舷側で遠隔操舵装置により操船に当た

り、左舷方に錨泊していた他の花火観覧船十数隻を避けて迂回するため、

約４kn の速力で南東進中、駅館川の最も上流で錨泊していたＡ船を視認

して、Ａ船と１号防波堤の間を通航しようとした。 

② 船長Ｂは、次のことから、前方の１号防波堤への接近状況を目視で確認

することに意識を集中していた。 

ａ １号防波堤の西側はふだん通航しない場所であったこと、及び防波堤

付近は水深が浅いとの意識があったことから、１号防波堤に接近し過ぎ

ないようにしようと思っていたこと。 

ｂ 視認性の低下により１号防波堤が見えにくかったこと、また、距離感

の低下により１号防波堤までの距離が把握しにくかったこと。 

③ 船長Ｂは、前方の１号防波堤への接近状況を目視で確認することに意識

を集中して航行を続けているうちに、Ａ船が後方に離れたものと思い込ん

だことから、適切な見張りを行っていなかった。 

④ 船長Ｂは、１号防波堤までの距離が目測で約３０ｍになった頃、左舵約

２０°をとって左転したとき、船首方約１０ｍに接近しているＡ船に気付

き、右舵約２０°をとってＡ船の船首を回避し、続いてＢ船の船尾左舷側

の接触を回避するため、左舵一杯として機関回転数を上げたが衝突した。 

⑤ 船長Ｂは、適切な見張りを行っていなかったことから、左舷側に接近し

ていたＡ船に気付かずにＡ船に向けて左転した。 

以上のことから、Ｂ船は、夜間に見張りを行う際、視認性及び距離感が低

下することから、航海上の注意を要する物が見えにくくなり、また、目視で

は距離が把握しにくくなることに留意し、レーダーを活用するなどして航行

することが望まれる。 

 

3.2.6 事故発生に関する解析 

２.１、2.9.3、3.1.1、3.2.4 及び 3.2.5 から、次のとおりであったものと考え

られる。 

(1) Ａ船は、花火を観覧するために長洲漁港で錨泊中、Ｂ船は、花火観覧を中

断して帰航するために同漁港を南東進中、船長Ｂが、適切な見張りを行って

いなかったことから、左舷側に接近していたＡ船に気付かずにＡ船に向けて

左転し、両船が衝突した。 

(2) 船長Ａは、操舵室の出入口付近で花火を観覧していた際、右舷船尾方約  
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３０～４０ｍに接近してくるＢ船を視認し、帰航する花火観覧船だと思った。 

(3) 船長Ａは、Ｂ船がＡ船の右舷正横を通過して操舵室によって見えなくなっ

たのち、船首方から乗船者の叫び声を聞いてＢ船と衝突したことに気付いた。 

(4) 船長Ｂは、花火観覧を中断して帰航するため、レーダーを使用せずに目視

で見張りを行って約４kn の速力で南東進中、Ａ船を視認してＡ船と１号防

波堤の間を通航しようとした。 

(5) 船長Ｂは、次のことから、前方の１号防波堤への接近状況を目視で確認す

ることに意識を集中していた。 

① １号防波堤の西側はふだん通航しない場所であったこと、及び防波堤付

近は水深が浅いとの意識があったことから、１号防波堤に接近し過ぎない

ようにしようと思っていたこと。 

② 視認性の低下により１号防波堤が見えにくかったこと、また、距離感の

低下により１号防波堤までの距離が把握しにくかったこと。 

(6) 船長Ｂは、前方の１号防波堤への接近状況を目視で確認することに意識を

集中して航行を続けているうちに、Ａ船が後方に離れたものと思い込んだこ

とから、適切な見張りを行っていなかった。 

(7) 船長Ｂは、１号防波堤までの距離が目測で約３０ｍになった頃、適切な見

張りを行っていなかったことから、左舷側に接近していたＡ船に気付かずに

Ａ船に向けて左転し、船首方約１０ｍに接近しているＡ船に気付いて衝突回

避の動作を取ったがＡ船と衝突した。 

（付図４ 事故発生及び被害拡大の可能性に関する要因（まとめ） 参照） 

 

３.３ 被害が拡大する可能性のある要因の解析 

3.3.1 船舶の状況 

(1) 船舶検査の受検 

2.5.2 及び 2.6.1 から、Ａ船は、専ら本邦の海岸から１２Ｍ以内の海面又

は内水面において従業する漁船であり、船舶安全法第２条第１項の適用が除

外されていたが、花火観覧など漁ろう以外に使用して旅客を乗船させる場合

には、船舶安全法が適用されることから、船舶検査を受検する必要があった

ものと考えられる。 

(2) 救命設備 

2.4.2、2.5.3 及び 2.6.3 から、次のとおりであったものと考えられる。 

① Ａ船は、本事故当時、船舶検査を受検していなかったことから、救命設

備が適正ではなかった。なお、救命胴衣を３個備え付けていたが、船長Ａ

を含め２５人が乗船していたことから、救命胴衣が不足していた。 
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② Ｂ船は、後記 3.3.2(1)②のとおり、本事故当時の最大搭載人員は１４

人であり、救命胴衣を約２０個備え付けていたが、小児を乗船させること

で実際に乗船する人員が最大搭載人員を超える場合には、その超える人員

と同数の追加の小型船舶用救命胴衣を備え付ける必要があった。Ｂ船は、

本事故当時、船長Ｂを含め２４人が乗船していたことから、救命胴衣が不

足していた。 

 

3.3.2 乗船者の状況等 

(1) 乗船者数 

2.4.2、2.5.2 及び 2.6.2 から、次のとおりであった。 

① Ａ船は、船舶検査を受検して定められた最大搭載人員の範囲内で旅客を

乗船させる必要があった。 

② 本事故当時のＢ船の最大搭載人員は、船舶検査証書に記載された「その

他のことをする間」に該当し、船舶安全法で定義される旅客１２人、船員

２人の計１４人であった。 

Ｂ船は、本事故当時、船長Ｂが１人で乗り組み、１２歳以上の者を１８

人、１歳以上１２歳未満の者を５人乗せ、合計２４人乗船させており、船

舶安全法施行規則第９条第１項に基づき換算した場合、本事故当時の搭載

人員は、旅客２１人、船員１人の計２２人であったものと考えられる。 

Ｂ船は、定められた最大搭載人員の範囲内で旅客を乗船させる必要が 

あった。 

(2) 乗船者の状況 

2.4.2 から、次のとおりであったものと考えられる。 

本事故当時、１２歳未満の小児は、Ａ船には８人、Ｂ船には５人、それぞ

れ乗船していた。また、Ａ船及びＢ船とも乗船者の中に飲酒していた者がい

た。 

船長Ａは、Ａ船の乗船者数を、船長Ｂは、Ｂ船の乗船者数を正確に把握し

ていなかった。 

(3) 救命胴衣の着用等 

2.4.2 及び 2.6.4 から、次のとおりであった。 

Ａ船及びＢ船は、乗船者全員が救命胴衣を着用しておらず、また、ほとん

どの乗船者は、救命胴衣の保管場所を知らなかったものと考えられる。 

船長Ａ及び船長Ｂは、落水等の危険に備え、航行中においては１２歳未満

の小児に対して救命胴衣を着用させる必要があり、また、暴露甲板に乗船し

ている者に対して救命胴衣を着用させるよう努める必要があった。 
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3.3.3 県漁協の船舶検査等に関する指導状況 

(1) 2.6.5 及び２.７から、次のとおりであったものと考えられる。 

① 県漁協及び県漁協宇佐支店は、所属組合員が各自において船舶検査の受

検手続きを行っていたことから、所属漁船の船舶検査の受検状況について

把握していなかった。 

② 県漁協は、漁業協同組合が行うことができる事業として、法令が改正さ

れた際、所属組合員に周知するために研修会を開催していたが、定期的な

海難防止に関する研修は行っていなかった。 

③ 県漁協宇佐支店は、所属組合員に対し、操業中における救命胴衣の着用

について指導を行っていたが、１２歳未満の小児が航行中の小型船舶に乗

船している場合や小型船舶の暴露甲板に乗船している場合の救命胴衣の着

用については、操業に関することではないことから指導していなかった。 

(2) 2.10.3 から、県漁協宇佐支店は、例年、花火観覧船に大勢の見物人が乗

船していたことから、事故が発生した場合、重大な被害が生じると認識して

おり、本件花火大会の開催前に、花火主催者が地域の団体等を集めて行った

会合において、宇佐支店の役職者として出席していた船長Ｂに対し、花火観

覧船を出す際は定員を遵守するよう指導していたものと考えられる。 

以上のことから、県漁協は、所属組合員に対し、花火大会等の開催前に安全講習

会を開催するなど効果的な指導を継続して行うことが望まれる。 

 

3.3.4 被害が拡大する可能性に関する解析 

3.2.2、3.3.1 及び 3.3.2 から、Ａ船及びＢ船は、次のことから、被害が拡大す

る可能性があったものと考えられる。 

(1) Ａ船 

① Ａ船は、花火観覧など漁ろう以外に使用して旅客を乗船させる場合には、

船舶検査を受検する必要があったが、受検していなかったこと。 

② Ａ船は、本事故当時、船長Ａを含め２５人が乗船し、乗船者のうち１２

歳未満の小児が８人おり、乗船者の中に飲酒していた者がいたこと。 

③ Ａ船は、本事故当時、船舶検査を受検しておらず、最大搭載人員や救命

設備が適正でなかったこと。また、船長Ａを含む乗船者全員が救命胴衣を

着用しておらず、ほとんどの乗船者は、救命胴衣の保管場所を知らなかっ

たこと。 

④ 船長Ａは、Ａ船の乗船者数を正確に把握していなかったこと。 

(2) Ｂ船 

① Ｂ船は、本事故当時、船長Ｂを含め２４人が乗船しており、最大搭載人
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員を超えて乗船させていたこと。また、乗船者のうち１２歳未満の小児が

５人おり、乗船者の中に飲酒していた者がいたこと。 

② Ｂ船は、本事故当時、救命胴衣が不足していたこと。また、船長Ｂを含

む乗船者全員が救命胴衣を着用しておらず、ほとんどの乗船者は、救命胴

衣の保管場所を知らなかったこと。 

③ 船長Ｂは、Ｂ船の乗船者数を正確に把握していなかったこと。 

(3) 気象及び海象等 

本事故当時、夜間であり、また、風力３～４の北西の風が吹き、海面に白

波があったこと。 

以上のことから、両船の衝突によって転覆又は乗船者の落水等が発生した場合に

は、人の死亡等の重大な被害が生じた可能性があると考えられる。 

（付図４ 事故発生及び被害拡大の可能性に関する要因（まとめ） 参照） 

 

 

４ 結 論 

 

４.１ 分析の要約 

(1) 事故発生に至る経過 

Ａ船は、花火を観覧するため、長洲漁港で船首を南東方に向けて錨泊中、Ｂ

船は、花火観覧を中断して中港へ帰航するため、約４kn の速力で同漁港を南

東進中、操船に当たっていた船長Ｂが、Ａ船を視認してＡ船と１号防波堤の

間を通航しようとし、中港へ向けて左転したとき、船首方約１０ｍに接近し

ているＡ船に気付いて衝突回避の動作を取ったものの、両船が衝突したもの

と考えられる。 

Ａ船は、乗船者６人が負傷して、やり出しが圧壊及び脱落し、Ｂ船は、船尾

左舷側ブルワーク上の漁網用やぐらに曲損及び擦過傷を生じたものと考えら

れる。 

(2) Ｂ船の航行状況 

船長Ｂは、帰航するため、レーダーを使用せずに目視で見張りを行って約４

kn の速力で南東進中、Ａ船を視認してＡ船と１号防波堤の間（１号防波堤の

西側）を通航しようとしたものと考えられる。 

船長Ｂは、１号防波堤の西側はふだん通航しない場所であり、防波堤付近は

水深が浅いとの意識があったことから、１号防波堤に接近し過ぎないように

しようと思い、前方の１号防波堤への接近状況を目視で確認することに意識
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を集中していたものと考えられる。 

(3) 事故水域の視環境 

① 視認性の低下 

１号防波堤は、本事故当時、１号防波堤を含む視野において、１号防波堤

と背景との輝度の差（明暗差）が小さいため、１号防波堤の輪郭が明瞭さを

失っていたことから、視認性が低下し、見えにくかったものと考えられる。 

② 距離感の低下 

１号防波堤までの距離は、本事故当時、１号防波堤を含む視野が暗く、奥

行き知覚の手掛かりが限られていたことから、距離感が低下し、把握しにく

かったものと考えられる。 

(4) 船長Ｂの見張り等の状況 

船長Ｂは、上記(2)及び(3)から、前方の１号防波堤への接近状況を目視で確

認することに意識を集中して航行を続けているうちに、Ａ船が後方に離れた

ものと思い込んだことから、適切な見張りを行っていなかったものと考えら

れる。 

(5) 事故発生の要因 

Ａ船は、花火を観覧するために長洲漁港で錨泊中、Ｂ船は、花火観覧を中断

して帰航するために同漁港を南東進中、船長Ｂが、Ａ船と１号防波堤の間を

通航しようとして左転する際、適切な見張りを行っていなかったことから、

左舷側に接近していたＡ船に気付かずにＡ船に向けて左転し、両船が衝突し

たものと考えられる。 

船長Ｂは、前方の１号防波堤への接近状況を目視で確認することに意識を集

中して航行を続けているうちに、Ａ船が後方に離れたものと思い込んだこと

から、適切な見張りを行っていなかったものと考えられる。 

船長Ｂは、次のことから、前方の１号防波堤への接近状況を目視で確認する

ことに意識を集中していたものと考えられる。 

① １号防波堤の西側はふだん通航しない場所であったこと、及び防波堤付

近は水深が浅いとの意識があったことから、１号防波堤に接近し過ぎないよ

うにしようと思っていたこと。 

② 視認性の低下により１号防波堤が見えにくかったこと、また、距離感の

低下により１号防波堤までの距離が把握しにくかったこと。 

(6) 被害が拡大する可能性のある要因 

Ａ船及びＢ船は、次のことから、被害が拡大する可能性があったものと考え

られる。 

① Ａ船 
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ａ Ａ船は、花火観覧など漁ろう以外に使用して旅客を乗船させる場合には、

船舶検査を受検する必要があったが、受検していなかったこと。 

ｂ Ａ船は、本事故当時、船長Ａを含め２５人が乗船し、乗船者のうち１２

歳未満の小児が８人おり、乗船者の中に飲酒していた者がいたこと。 

ｃ Ａ船は、本事故当時、船舶検査を受検しておらず、最大搭載人員や救命

設備が適正でなかったこと。また、船長Ａを含む乗船者全員が救命胴衣を

着用しておらず、ほとんどの乗船者は、救命胴衣の保管場所を知らなかっ

たこと。 

ｄ 船長Ａは、Ａ船の乗船者数を正確に把握していなかったこと。 

② Ｂ船 

ａ Ｂ船は、本事故当時、船長Ｂを含め２４人が乗船しており、最大搭載人

員を超えて乗船させていたこと。また、乗船者のうち１２歳未満の小児が

５人おり、乗船者の中に飲酒していた者がいたこと。 

ｂ Ｂ船は、本事故当時、救命胴衣が不足していたこと。また、船長Ｂを含

む乗船者全員が救命胴衣を着用しておらず、ほとんどの乗船者は、救命胴

衣の保管場所を知らなかったこと。 

ｃ 船長Ｂは、Ｂ船の乗船者数を正確に把握していなかったこと。 

③ 気象及び海象等 

本事故当時、夜間であり、また、風力３～４の北西の風が吹き、海面に白

波があったこと。 

以上のことから、両船の衝突によって転覆又は乗船者の落水等が発生した場

合には、人の死亡等の重大な被害が生じた可能性があると考えられる。 

 

４.２ 原因 

 本事故は、夜間、長洲漁港において、Ａ船が花火を観覧して錨泊中、Ｂ船が帰航し

ようとして南東進中、船長Ｂが、Ａ船と１号防波堤の間を通航しようとして左転する

際、適切な見張りを行っていなかったため、左舷側に接近していたＡ船に気付かずに

Ａ船に向けて左転し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

船長Ｂが、適切な見張りを行っていなかったのは、前方の１号防波堤への接近状況

を目視で確認することに意識を集中して航行を続けているうちに、Ａ船が後方に離れ

たものと思い込んだことによるものと考えられる。 

船長Ｂが、前方の１号防波堤への接近状況を目視で確認することに意識を集中して

いたのは、次のことによるものと考えられる。 

(1) １号防波堤の西側はふだん通航しない場所であったこと、及び防波堤付近は

水深が浅いとの意識があったことから、１号防波堤に接近し過ぎないようにし
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ようと思っていたこと。 

(2) 視認性の低下により１号防波堤が見えにくかったこと、また、距離感の低下

により１号防波堤までの距離が把握しにくかったこと。 

 

 

５ 所 見 

 

本事故は、夜間、長洲漁港において、Ａ船が錨泊中、Ｂ船が南東進中、船長Ｂが、

Ａ船と１号防波堤の間を通航しようとして左転する際、適切な見張りを行っていな 

かったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

船長Ｂは、防波堤付近は水深が浅いとの意識があったことなどから、１号防波堤に

接近し過ぎないようにしようと思っており、また、視認性の低下及び距離感の低下に

より１号防波堤が見えにくく、距離が把握しにくかったことから、１号防波堤への接

近状況を目視で確認することに意識を集中して航行を続けているうちに、Ａ船が後方

に離れたものと思い込んで適切な見張りを行っていなかったものと考えられる。 

一方、本事故当時、Ａ船は船舶検査を受検していなかったことから、救命設備等が

適正ではなく、Ｂ船は最大搭載人員を超えた人員を乗船させ、また、救命胴衣が不足

しており、さらに、両船とも乗船者全員が救命胴衣を着用していなかったものと考え

られる。 

このような状況で転覆や乗船者の落水等が発生した場合、死亡等の重大な被害が生

じた可能性があると考えられる。 

以上から、同種事故の防止及び事故が発生した場合における被害を軽減するため、

次に掲げる措置を講じることが望まれる。 

(1) 夜間における適切な手段による見張り 

操船に従事する者は、航海上の注意を要する物（対象物）に対する見張りを

行う場合、夜間は対象物と背景との明暗差が小さいと対象物の輪郭が明瞭さ

を失って視認性が低下して見えにくくなり、また、対象物を含む視野が暗い

と距離感が低下して目視では対象物までの距離が把握しにくくなることに注

意し、レーダー等の手段を活用する。 

(2) 船舶検査の受検等による乗船者の安全確保及びその指導 

① 漁船は、漁ろう以外に使用して旅客を乗船させる場合には、船舶検査を

受検し、同検査により定められた最大搭載人員を遵守するとともに、必要な

救命設備を備える。 

② 船長は、最大搭載人員を遵守するとともに、乗船者の救命胴衣着用等の
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安全対策を徹底する。 

③ 漁業協同組合は、所属する漁船の漁ろう以外への使用状況に留意し、船

舶検査を受検すべき場合には適切に受検するとともに、最大搭載人員を遵守

するほか、必要な救命設備を備えて乗船者の救命胴衣着用等の安全対策を徹

底するよう花火大会等の開催前に安全講習会を開催するなど効果的な指導を

組合員に対して行う。 

 

 

６ 参考事項 

 

６.１ 県漁協の対応 

県漁協は、本事故後、大分県による安全航行に関する指導文書を、及び九州運輸局

による海事関係法令の遵守に関する指導文書をそれぞれ各支店に周知した。 

また、平成２２年９月１６日、県漁協宇佐支店において、九州運輸局及びＪＣＩに

よる船舶安全法等及び船舶検査受検における準備や申請手続きに関する講習会を開催

した。 

 

６.２ 九州運輸局等の対応 

(1) 九州運輸局は、本事故後の平成２２年７月２８日、県漁協に対し、船舶検査

を適切に受検するなど、海事関係法令の遵守を図るよう、文書による指導を  

行った。 

(2) 海上保安庁は、本事故後、ホームページにより花火観覧時の注意事項（定員

の遵守、船舶検査の受検、救命胴衣の着用等）を周知した。 

 

６.３ 大分県の対応 

大分県は、本事故後の平成２２年７月２６日、県漁協に対し、漁業以外の目的で漁

船を使用する際、船舶検査を受検するなど、適正に使用して安全航行を図るよう、文

書による指導を行った。 
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付図２ 推定航行経路図 
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付図４ 事故発生及び被害拡大の可能性 
に関する要因（まとめ） 
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○ 花火観覧など漁ろう以外に使用して旅客を乗船させ

る場合には、船舶検査を受検する必要があったが、受

検していなかった。 

○ ２５人が乗船し、乗船者のうち１２歳未満の小児が

８人おり、乗船者の中に飲酒していた者がいた。 

○ 船舶検査を受検しておらず、最大搭載人員や救命設

備が適正でなかった。また、乗船者全員が救命胴衣を

着用しておらず、ほとんどの乗船者は救命胴衣の保管

場所を知らなかった。 
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写真１ Ａ船の全景 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の損傷状況 
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写真３ Ｂ船の全景 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船の損傷状況 
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